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　間接強制の申立ては、養育費の支払を定めた書面を作成し
　た裁判所又は最寄りの裁判所にお問い合わせください。申
　立書用紙等は、下記の裁判所ウェブサイトからダウンロード
　できます。

、

、
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（令和7年10月最高裁判所）

、
、

   養育費の未払分については、義務者の勤務先などから、差し押さ
えた範囲内でまとめて受け取ることができますが、将来分につい
ては、各支払期限が到来した後に受け取ることになります。
　例えば、7月31日に支払期限の到来する7月分の養育費（将
来分）は、その日より前である7月25日に支払われた給料から
受け取ることはできず、その日の後である8月25日に支払われ
た給料から受け取ることになります。

　間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に
履行しなければその債務とは別の間接強制金を課すことを警告し
た決定をすることで義務者に心理的圧力を加え、自発的な支払を
促すものです。
　申し立てる裁判所は、養育費の支払について定めた調停調書、審
判書、判決書などの書面により異なります。
　間接強制の決定がなされても、義務者が養育費を支払わない場合、
養育費や間接強制金の支払を得るためには、別に直接強制の手続
をとる必要があります。　

ここまで紹介した他にも、令和６年民法改正により、法定養育費制
度をはじめ、養育費についての規律が強化されています。
詳しくは法務省ウェブサイトに情報を掲載しています。

　養育費については、特例として、
給料の２分の１に相当する部分ま
で差し押さえることができます（通
常は、原則として４分の１に相当す
る部分までです。）。

調停 ・ 審判などで決ま っ た養育費

の支払を受けられない方のために

調停・審判などで養育費を支払うことが決まったのに、相手方が支払
わない場合に利用できる手続として、「履行確保」と「強制執行」の
制度があります。
また、養育費については、その実効性を確保するため、強制執行の手
続において特別な制度が設けられています。
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、

、
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①義務者の財産の調査
  直接強制をするには、権利者が、義務者の財産を調査し、何を差し押
さえるのかを決める必要がありますが、具体的な財産が分からないとき
は、財産開示手続と第三者からの情報取得手続を利用することができま
す。これらの手続と給料に対する債権執行の手続は、地方裁判所に対す
る一回の申立てですることができます（ワンストップ執行手続）。

③必要な書類の準備
  直接強制の申立てには、調停調書、審判書、判決書などの書面（正本）
やこれらの書面が送達されたことの証明書（送達証明書）が必要です。
手数料及び郵便切手も必要です。
　また、確定証明書や執行文（強制執行ができるという証明）が必要とな
ることがあります。

（1） 内容
　差押えは、通常の場合、支払期限が過ぎても支払われていない分（未払
分）についてのみすることができます。
　しかし、養育費については、未払分があれば、その分だけに限らず、将来
債権者に支払われる予定の、まだ支払期限が来ていない分（将来分）につ
いても差押えをするこができます。

（2）利用できる債権の種類
　定期的に支払期限が来る養育費について利用できます。

※　養育費だけでなく、扶養義務等に係る金銭債権（婚姻費用の分担金、扶養
 料など、夫婦・親子その他の親族関係から生じる扶養に関する債権）であれ
 ば利用できますが、財産分与や慰謝料、親族関係にない者の扶養契約に基づく
 債権については利用できません。

（3）将来分について差し押さえることができる財産
　義務者の給料や家賃収入など、義務者が継続的に支払を受ける金銭です。

※　預貯金の払戻しや退職金の支給など1回で支払が終了するものは対象になり
 ません。

（任意）

養育費については、次のような特別な制度があります。

　調停、審判、人事訴訟の判決、和解で養育費を支払うことが決まったのに、相

手方（義務者）が支払わない場合に、支払を受ける権利を有する者（権利者）が

利用できる手続として、「履行確保」と「強制執行」があり、「強制執行」には、

「直接強制」と「間接強制」があります。

　これらの「履行確保」、「直接強制」、「間接強制」は、いずれも権利者からの申

立てにより裁判所が行う手続です。どの手続を行うかは権利者が選択します。
◯第三者からの情報取得手続
　裁判所が、権利者からの申立てを受け、第三者（市町村等）に対して、債務
者の勤務先等の情報の提供を命じ、得られた情報を権利者に送付する制度
です。（預貯金や不動産の情報を取得することもできますが、ワンストップ執
行手続で取得できるのは、債務者の勤務先の情報のみです。）

②ワンストップ執行手続について
　養育費の支払を受けるために財産開示手続や給料に関する第三者からの情
報取得手続の申立てをした場合には、別途給料の差押えの申立ては必要あり
ません。この手続は、次の図のようになります。

◯財産開示手続
　裁判所が、権利者からの申立てを受けて、財産開示期日に権利者と義
務者を呼び出し、義務者に財産について陳述させる制度です。

財産開示期日
義務者が財産状況を陳述

第三者からの
情報取得手続申立て

権利者

第三者（市町村等）

情報提供
命令

差押命令 差押え

義務者

情報の提供

出頭

開示
不開示

出頭

情報の提供

※第三者から権利者に直接情報の提供
がされることもあります。

実施決定
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